
新新潟潟人人間間生生活活学学会会  会会則則  

第１章 総 則 
（名 称） 
第 1 条  本会は「新潟人間生活学会」と称する。 

（事務局） 
第 2 条  本会は、事務局を新潟県立大学 人間生活学部内に置く。 

第２章 目的および事業 
（目 的） 
第 3 条  本会は、人間生活学に関する学理および応用の研究についての発表および情報の提供等を

行うことにより、人間生活学に関する研究の進歩普及を図り、もって学術の発展に寄与す

ることを目的とする。 
（事 業） 
第 4 条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）機関紙および出版物の刊行 
（２）学術集会などの開催 
（３）その他本会の目的達成のために必要な事業 

第３章 会 員 
（会 員） 
第 5 条  本会の会員は次の通りとする。 

（１）個人会員  本会の目的に賛同して入会した個人 
（２）学生会員  本会の目的に賛同して入会した学生 

（入 会） 
第 6 条  本会の会員になろうとするものは、当該年度の会費を添えて所定の申込書を学会長に提出

しなければならない。 
（会 費） 
第 7 条 本会の年会費は次の通りとする（会計年度は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする）。 

（１）個人会員 2,000 円 
（２）学生会員  500 円 

（退 会） 
第 8 条  会員が退会しようとするときは、退会届を学会長に提出しなければならない。 

第４章 役員および会議 
（役 員） 
第 9 条  本会には次の役員をおく。 

 学会長   １名（人間生活学部長） 
 副会長   ２名 
 幹事 ２名 
 監事 ２名 
＊顧問（指導助言を必要とした場合、学会長が委嘱） 

（役員の選任） 
第 10 条 学会長は新潟県立大学人間生活学部長とし、副会長、幹事および監事を学会長が推薦し、総

会で選任する。学会長が必要と認める場合は、総会の議を経て、業務を委嘱する委員（特別

委員）を置くことができる。 
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（役員の職務） 
第 11 条  学会長は、本会の業務を掌理し、本会を代表する。 
第 12 条  役員は、この会則に定める事項を行う他、総会の権限に定められた事項以外の事項を決議

し、執行する。 
第 13 条  監事は本会の業務および財産に関して監査する。 

（役員の任期） 
第 14 条 役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。 

（編集委員） 
第 15 条  本会に、機関誌等の刊行を行う編集委員をおく。 

２ 編集委員は役員会の議を経て学会長が指名する。

（会 議） 
第 16 条  本会は、総会、役員会および編集委員会を開催する。 

（総 会） 
第 17 条  総会は学会長が招集する。 

（１）総会は、個人会員をもって構成する。 
（２）総会の議長は、その総会に出席した個人会員の中から選出する。 
（３）総会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決すると

ころによる。 
第 18 条  総会は以下の事項について議決する。 

（１）会則の変更 
（２）事業計画および収支予算並びにその変更 
（３）事業報告および収支決算 
（４）役員の選任（会長、副会長、幹事、監事） 
（５）会費の額 
（６）その他運営に関する重要事項 

（役員会） 
第 19 条  役員会は学会長が招集する。 

（１）役員会の議長は学会長とする。 
（２）役員会は、役員の３分の２以上の出席がなければ議決することはできない。 
（３）役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決する

ところによる。 
（編集委員会） 
第 20 条 編集委員会は委員長が召集する。 

（１）編集委員会の委員長は役員会の議を経て学会長が指名する。 
（２）編集委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ議決することはできない。 
（３）編集委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決

するところによる。 
（顧問） 
第 21 条  本会には顧問をおくことができる。 

２ 顧問は役員会の議を経て学会長が推薦し、総会で選任する。 

附 則 
この会則は、平成 21 年（2009 年）11 月から施行する。 
この会則は、平成 22 年（2010 年）1 月から改定施行する。 
この会則は、平成 23 年（2011 年）5 月から改定施行する。 
この会則は、平成 31 年（2019 年）4 月から改定施行する。 

人間生活学研究 投稿規定

Ⅰ．発 行

1． 本誌は新潟人間生活学会の学会誌であって、原則として年一回発行する。

Ⅱ．受 理

1． 本誌は人の生活に関わる分野の学

術（人間生活学）に関する研究論

文または報告（表 1）であって、他

の「学術誌等」に公表または投稿

されていない論文の投稿を受け付

ける（「学術誌等」に該当しない公

表・投稿先の例は「責任著者確認

書」の記述を参照）。

2． 論文の種類は責任著者が指定する。

ただし編集委員会から変更を求められる場合がある。

3． 筆頭著者および責任著者は新潟人間生活学会の会員とする。

4． 論文の内容が人間生活学の発展に寄与するものであって、「Ⅲ．執筆要領」に沿って体裁が整っ

ており、直ちに印刷できる状態にある場合に受理する。

5． 採否は編集委員会が決定する。ただし研究論文（査読あり）の採否は査読結果を参考とする。

6． 査読は別に定める「投稿論文の査読に関する内規」に沿って行う。

Ⅲ．執筆要領

1． 原稿は日本語または英語

（米国）で記載する。日本

語論文の図表は英語で記載

しても良い。

2． 原稿一編は 10 ページ程度

（14 ページ以内）とする。

3． 研究論文の構成は原則とし

て表 2 の通りとし、研研究究論論

文文（（査査読読あありり））でではは AABBSSTTRRAACCTT

をを必必須須とする。投稿者の学

術分野によってこの構成が

なじまない場合には各学術

分野の例により記載し、参

考とした学術誌を 1 冊、投

稿時に添付すること。

4． 報告の構成は指定しないが、

研究論文の構成に準ずるの

が望ましい。

表1. 投稿論文の種類

内容 査読

1. 研究論文（査読あり）

Peer-reviewed Research Article

2. 研究論文（査読なし）

Reserach Article

3. 報告

Report

種類

研究論文のうち、査
読を求めないもの

独創的な研究論文

研究・調査に関する
資料や実践活動等に
関する報告

なし

あり

なし

表2. 研究論文の基本構成

準ずる項目例 内容

要旨 概ね800字以内。

キーワード 6個以内

はじめに 緒言、目的 研究の背景と目的

方法 対象と方法、
研究方法

データの収集方法、分析方法、倫理
的配慮など

結果 研究等の結果・成績

考察 結果の考察・評価・限界等

結語 結論、
おわりに

結果と考察から導き出された結論
（考察に含めても良い）

謝辞 研究協力者への謝辞、研究への助成
や便宜供与など
（該当するものが無い場合は省略）

文献 参考文献 論文中で引用した文献のリスト。

ABSTRACT 

※

項目

結果と考察

タイトル、著者、所属、本体、キー
ワードを英語で記載し、概ね250語
程度（400語以内）とする。

研究論文（査読あり）
では必須




